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（要旨） 

● 少子化対策として子育て支援を充実させても、その財源ねん出のために一方で国民に過度な負担

増を強いれば、子育て世帯以外の可処分所得抑制→生涯未婚率の更なる上昇→出生率の更なる低

下、といった悪循環により、むしろ少子化に拍車がかかり、本末転倒になるとの見方もある。 

● 「国債発行」については、将来への負担先送りを通じて財政規律が緩むことが課題とされるが、

国債購入して資金を出すのは現存世代であり、国債発行による資金調達は世代間の貸し借りでは

なく同一世代の資金移転となる。特例法の制定を経ずに発行が認められる建設国債と同等の扱い

が可能となるような「こども国債」的なものが発行できれば、「国債発行」は最も有効な財源の

一つとなる。 

● 消費税率５％→10％に引き上げられた際に、財政健全化に充当することになった部分からの捻出

も有効。これに対しても財政規律が緩むことが課題とされるが、当初の想定を上回る消費税収上

振れを勘案すれば、財政規律が緩むことにはならず、消費増税の財政赤字削減分も有効な財源の

一つとなる。 

● ただ、経済が長期停滞から脱して、金融政策によって生産活動を潜在水準に維持できるような状

況になった段階で政府債務が大きければ、政府債務の縮小を重視した「純粋財政」アプローチが

望ましくなり、「増税」や「社会保険料負担増」による財源確保が正当化されることになる。 

● 日本経済が長期停滞から脱して金融緩和の余地が作れるような状況、すなわち GDPギャップが＋

４％程度になるまでは、政府は「機能的財政」アプローチにより未来への投資的経費としての国

債発行や、消費増税の財政赤字削減分を少子化対策の財源とすべき。そして、金融緩和が機能す

る状況になった暁には、「純粋財政」アプローチにより、マクロ経済の安定化に十分配慮した上

で、少子化対策の財源を「増税」や「社会保険料負担増」に徐々にシフトしていくというのが最

も現実的な対応。 

 

●はじめに 

各種報道資料等に基づけば、少子化対策に必要な規模は年３兆円台半ばとなっている。そして、そ

の財源は、歳出改革などによる確保を原則として 2028年度までに捻出としながら、その不足分はこど

も特例公債や社会保険料上乗せの「支援金」制度が検討されることになっている。 

しかし、少子化対策として子育て支援を充実させても、その財源ねん出のために一方で国民に過度

な負担増を強いれば、子育て世帯以外の可処分所得抑制→生涯未婚率の更なる上昇→出生率の更なる

低下、といった悪循環により、むしろ少子化に拍車がかかり、本末転倒になるとの見方もある。 
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そこで本稿では、少子化対策の財源について検討する。 

 

 

 

●有効な財源となる「国債発行」 

少子化対策の財源を考える上では、2017年の「骨太の方針」のテーマの一つに掲げられた教育無償

化の議論が参考になる。というのも、当時の自民党内では「恒久的な教育財源確保に関する特命チー

ム」が発足し、その中では、「国債発行」「増税」「消費税率引き上げ分の財源化」「こども保険」

の４案が議論されていたからである。 

そこで以下では、それぞれを少子化対策の財源として考えた場合の課題について検討してみよう。 

まず「国債発行」については、将来への負担先送りを通じて財政規律が緩むことが課題とされる。

しかし、日本国債は円建てで９割近くが国内居住者に保有されており、その資金の出し手の大半は国

内の民間部門である。このため、国債は国内民間部門の資産になり、国債が将来世代に引き継がれる

場合には、民間金融資産としても国債が将来世代に引き継がれることになる。従って、そもそも将来

世代への負担先送りという指摘は誤りである。つまり、国債購入して資金を出すのは現存世代であ

り、国債発行による資金調達は世代間の貸し借りではなく同一世代の資金移転となる（詳細は中里

2022年）。 

それでも、資金の使い方次第では将来世代間で望ましくない再分配が生じる可能性もある。しか

し、少子化対策といった人的資本への投資を通じて将来の担税力が拡大することになれば、それによ

って債務返済財源が担保されることになる。このため、特例法の制定を経ずに発行が認められる建設

国債と同等の扱いが可能となるような「こども国債」的なものが発行できれば、「国債発行」は最も

有効な財源の一つと言えよう。 

 

少子化対策拡充案の内容と財源

内容 ３兆円 財源

経済的支援強化 1.5兆円 社会全体で負担する「支援金制度」創設 0.9～1兆円

　児童手当拡充（第三子に３万円） 　社会保険料引き上げ

　医療費無償化、教育費負担軽減 　医療保険料が候補

　住宅支援強化 歳出改革徹底 1.1～1.2兆円

子育て世帯サービス拡充 0.8～0.9兆円 　デジタル化推進による医療費抑制等

　幼児教育・保育の質向上 既に確保した予算活用 0.9兆円

　「こども誰でも通園制度」創設 　雇用保険料率引き上げ

共働き・共育て推進 0.7兆円 　消費税収活用

　育休給付率引上げ 　子供・子育て達拠出金

　フリーランス支援強化

　中小企業体制整備 こども特例公債

（出所）読売新聞 　財源確保までの間、不足分穴埋め
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●消費増税の財政赤字削減分 

「国債発行」以外で有効な財源と考えられるのが、消費税率５％→10％に引き上げられた際に、財

政健全化に充当することになった部分からの捻出である。 

具体的には、20年度当初予算時点で、消費税率５％→10％の引き上げ分 13.3兆円の使途として、社

会保障充実に 3.9兆円、消費税引上げに伴う増 0.6兆円、基礎年金国庫負担１/２等に 3.4兆円を使用

し、残り 5.4兆円は後代への負担の付け回しの軽減、すなわち財政赤字削減に使用されることになっ

ており、この部分を財源とするということである。 

 

 

 

これに対しても、財政規律が緩むことが課題とされるだろう。しかし、円安や資源高による物価上

昇で、食料品や日用品など幅広い商品やサービスの価格が上がったこと等により、22年度の消費税収
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は 21年度対比で＋1.9兆円も増加しており、22年度当初予算対比では＋2.2兆円も上振れしている。

そして、23年度に至っては更なる物価上昇が予想されていることに加え、30年ぶりの賃上げも実現し

ていることから、更に消費税収は上振れの可能性が高い。こうした当初の想定を上回る消費税収上振

れを勘案すれば、財政規律が緩むことにはならず、消費増税の財政赤字削減分も有効な財源の一つと

いえよう。 

 

 

 

●経済が正常化に向かえば税財源や社会保険料の選択肢も 

ただ、経済が正常化に向かえば「増税」や「社会保険料負担増」の選択肢も正当化されよう。とい

うのも、そもそも海外の主流派経済学者の間では、財政政策の見解として「純粋財政」と「機能的財

政」といった２つのアプローチが存在するとされているからである（詳細はブランシャール 2023

年）。 

そして、現状の日本のように経済の長期停滞によりさらなる金融緩和が機能しにくい状況では、財

政政策はマクロ経済の安定化が重視される「機能的財政」アプローチが望ましく、民間に追加の負担

増を強いない「国債発行」や「消費税引き上げ分の財源化」等が正当化される。 

しかし、経済が長期停滞から脱して、金融政策によって生産活動を潜在水準に維持できるような状

況になった段階で政府債務が大きければ、政府債務の縮小を重視した「純粋財政」アプローチが望ま

しくなり、「増税」や「社会保険料負担増」による財源確保が正当化されることになる。このため、

いずれも望ましいタイミングで実施されれば、政府債務の縮小が期待できることになろう。 

ただ「社会保険料負担増」は、将来世代の育成を社会全体で担うという名分が立ちやすい一方で、

大学生を持つ世帯以外の家計や企業の負担増となること受益と負担のバランスが悪いとの指摘があ

る。これに対して「増税」は、受益と負担の関係が明確になる一方で、所得再分配政策の効果が薄れ

るとの指摘があることには注意が必要だ。 

なお、金融政策によって生産活動を潜在水準に維持できるような状況になる段階をインフレ目標
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２％達成と仮定すれば、下図の通り内閣府や日銀の GDPギャップが概ね＋４％程度のインフレギャッ

プになることが想定される。 

以上を踏まえれば、日本経済が長期停滞から脱して金融緩和の余地が作れるような状況、すなわち

GDPギャップが＋４％程度になるまでは、政府は「機能的財政」アプローチにより未来への投資的経費

としての国債発行や、消費増税の財政赤字削減分を少子化対策の財源とすべきだろう。そして、金融

緩和が機能する状況になった暁には、「純粋財政」アプローチにより、マクロ経済の安定化に十分配

慮した上で、少子化対策の財源を「増税」や「社会保険料負担増」に徐々にシフトしていくというの

が最も現実的な対応といえよう。 
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